
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り
ま
す
。

（
9
割
相
当
分
は
町
に
申
請
し
請
求
す

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。）

◆
1
年
6
カ
月
以
上
滞
納
し
た
場
合
…
保

険
給
付
の
一
時
差
し
止
め

町
に
請
求
す
る
保
険
給
付（
9
割
相
当
分
）

の
一
部
ま
た
は
全
部
を
一
時
的
に
差
し

止
め
ら
れ
ま
す
。【
滞
納
が
続
く
場
合

は
、
差
し
止
め
ら
れ
た
額
か
ら
保
険
料

が
差
し
引
か
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。】

◆
2
年
以
上
滞
納
し
た
場
合
…
利
用
者
負

担
が
1
割
か
ら
3
割
に
引
き
上
げ
ら
れ

ま
す
。

介
護
保
険
料
の
未
納
期
間
に
応
じ
て
、

本
来
1
割
で
あ
る
利
用
者
負
担
が
3
割
に

引
き
上
げ
ら
れ
る
ほ
か
、
高
額
介
護
サ
ー

ビ
ス
費
が
受
け
ら
れ
な
く
な
っ
た
り
し
ま

す
。

○
特
別
徴
収
と
介
護
保
険
料
の
関
係

一
般
的
に
、
65
歳
以
上
の
方
の
介
護
保

険
料
は
年
金
か
ら
天
引
き
（
特
別
徴
収
）

さ
れ
る
の
で
、
ご
自
分
で
納
付
す
る
必
要

は
な
い
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
65
歳
に
な
ら
れ
た
時
や
他
の

市
町
村
か
ら
転
入
し
た
時
、
既
に
公
的
年

金
を
受
給
さ
れ
て
い
て
も
、
年
金
支
払
機

関
（
日
本
年
金
機
構
等
）
と
市
町
村
と
の

事
務
処
理
の
都
合
上
、
半
年
か
ら
1
年
程

の
間
は
年
金
か
ら
の
天
引
き（
特
別
徴
収
）

は
行
わ
れ
ま
せ
ん
。

そ
こ
で
、
65
歳
に
な
ら
れ
た
ば
か
り
の

方
や
他
の
市
町
村
か
ら
転
入
し
た
方
に
つ

程
修
了
者

（
平
成
26
年
4
月
1
日
現
在
）

■
受
付
期
間

【
推
薦
】
12
月
6
日（
金
）
ま
で

【
一
般
】
平
成
26
年
1
月
10
日（
金
）ま
で

■
試
験
期
日

【
推
薦
】
平
成
26
年
1
月
11
日（
土
）か
ら

13
日（
月
）ま
で
の
間
の
指
定
す
る
1
日

【
一
般
】

（
第
一
次
試
験
）平
成
26
年
1
月
18
日（
土
）

（
第
二
次
試
験
）平
成
25
年
2
月
1
日（
土
）

か
ら
4
日（
火
）ま
で
の
間
の
指
定
す

る
1
日

■
合
格
発
表

【
推
薦
】
平
成
26
年
1
月
17
日
（
金
）

【
一
般
】

（
第
一
次
試
験
）平
成
26
年
1
月
27
日（
月
）

（
最
終
合
格
）平
成
26
年
2
月
21
日（
金
）

■
試
験
会
場

【
推
薦
】
陸
上
自
衛
隊
高
等
工
科
学
校

　
（
神
奈
川
県
横
須
賀
市
）

【
一
般
】

　

一
次
・
二
次
共
に
和
歌
山
県
民
文
化
会
館

■
問
い
合
わ
せ

自
衛
隊
和
歌
山
地
方
協
力
本
部
有
田
募
集

案
内
所

　

〒
6
4
9
―
0
3
1
6

　
　

有
田
市
宮
崎
町
1
0
6
―
2

☎
0
7
3
7
―
８
２
―
6
6
3
1

メ
ー
ル
／

recruit1-w
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od.go.jp

介 

護

◆
◆
◆

あ
り
ま
せ
ん
か
？

介
護
保
険
の
納
め
忘
れ

○
再
確
認
！
介
護
保
険
制
度
と
は
？

介
護
保
険
制
度
は
、
社
会
全
体
で
介
護

の
負
担
を
支
え
合
う
仕
組
み
で
す
。
介
護

保
険
で
は
、
通
常
、
1
割
の
自
己
負
担
で

様
々
な
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
ご
利
用
い
た
だ

け
ま
す
が
、
保
険
料
の
納
め
忘
れ
が
あ
り

ま
す
と
滞
納
の
状
況
に
応
じ
て
保
険
の
給

付
が
制
限
さ
れ
る
な
ど
、
不
利
益
を
受
け

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
保
険
料
は

地
域
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
ま
か
な
う
大
切

な
財
源
で
す
の
で
、
忘
れ
ず
に
納
め
ま

し
ょ
う
。

被
保
険
者
本
人
に
は
保
険
料
の
納
付
義

務
が
あ
り
ま
す
が
、
世
帯
主
や
配
偶
者
に

も
連
帯
納
付
義
務
が
あ
る
と
定
め
ら
れ
て

い
ま
す
。
被
保
険
者
本
人
の
死
亡
後
は
、

相
続
に
よ
っ
て
保
険
料
の
債
務
も
承
継
さ

れ
ま
す
。

○
も
し
、
介
護
保
険
を
納
め
忘
れ
る
と
…

介
護
保
険
を
納
め
忘
れ
る
と
、
未
納
期

間
に
応
じ
た
保
険
給
付
の
制
限
が
発
生
し

ま
す
。
制
限
の
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で

す
。

■
保
険
給
付
の
制
限

◆
1
年
以
上
滞
納
し
た
場
合
…
支
払
い
方

法
の
変
更（
保
険
給
付
の
償
還
払
い
化
）

介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
た
と
き
は
、

い
っ
た
ん
利
用
料
の
全
額
を
自
己
負

い
て
は
納
付
書
や
口
座
振
替
の
方
法
で
納

め
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、

『
介
護
保
険
料
は
特
別
徴
収
（
年
金
か

ら
の
天
引
き
）』

と
の
思
い
込
み
か
ら
、
特
別
徴
収
が

開
始
さ
れ
る
ま
で
の
保
険
料
が
未
納

に
な
っ
て
い
る
方
が
お
ら
れ
ま
す
。

未
納
の
方
に
は
、
随
時
、
催
告
書

を
送
付
し
て
い
ま
す
。
催
告
書
が
届

い
た
方
は
内
容
を
ご
確
認
の
上
、
至

急
お
納
め
下
さ
い
。

納
期
限
か
ら
2
年
を
過
ぎ
た
保
険

料
は
、
時
効
に
よ
り
納
め
る
こ
と
が

出
来
な
く
な
り
ま
す
。

や
む
を
得
ず
滞
納
し
て
い
る
保
険
料
を

一
括
し
て
納
付
す
る
こ
と
が
難
し
い
場
合

は
、
分
割
納
付
な
ど
今
後
の
保
険
料
の
支

払
方
法
に
つ
い
て
、
長
寿
支
援
課
介
護
保

険
班
ま
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ
／
金
屋
庁
舎
長
寿
支
援
課

募 

集

◆
◆
◆

防
衛
省
か
ら
の
お
知
ら
せ

◎
高
等
工
科
学
校
生
徒
の
募
集
に
つ
い
て

■
募
集
種
目

陸
上
自
衛
隊
高
等
工
科
学
校
生
徒

■
募
集
人
員

【
推
薦
】約
60
名
【
一
般
】約
２
６
０
名

■
応
募
資
格

15
歳
以
上
17
歳
未
満
の
男
子
で
中
学
校

卒
業
者
ま
た
は
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
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